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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第７４号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年７月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名及び数量 
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市民会館おおみや一般什器 一式 

⑵ 納入場所 

さいたま市大宮区大門町２－１１８ さいたま市民会館おおみや 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

令和４年２月２８日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和３年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」又は「木製什器」の資格を有すると認

められた者であること。なお、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものと

みなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政

局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年７月２９日（木）までに資格審査の申請を行

うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年８月５日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで） 
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⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年８月１９日（木）及び令和３年８月２０日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年９月６日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
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⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月８日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月８日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

   電話 ０４８（８２９）１２２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

  否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:

Furnitures and utensils for Omiya Citizen's Center 

⑵ Date and time of tender:  

September 8，2021，2:00 p.m.

⑶ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

さいたま市公告（調達）第７５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年７月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名及び数量

さいたま市立高砂小学校外１６２施設で使用する電気 ３６，５１４，２００キロワット時 

⑵ 需要場所

さいたま市浦和区岸町４－１－２９外

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 需給期間

令和３年１２月１日から令和４年１１月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和３年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「その他」内の営業種目「電気」の資格を有すると認められた者であること。なお、

令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に同

営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者

（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の
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様式により、令和３年７月２９日（木）までに資格審査の申請を行うこと。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者であること。 

⑸ １⑵の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 

担当 財務係 桑原、川邊 電話 ０４８（８２９）１６３５ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年８月１３日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

⑷ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

公告の日から令和３年８月１３日（金）まで（持参の場合は、休日を除く午前９時から午後４

時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。）

⑶ 受付場所
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〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部

教育財務課

⑷ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。）

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年８月２７日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年９月１３日（月）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４⑶に同じ

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年９月１５日（水）午前９時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年９月１５日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法
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さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課

電話 ０４８（８２９）１６３５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Supply of Electricity to 163 facilities in Saitama City, including Saitama Municipal 

Takasago Elementary School－36,514,200 Kilowatt Hours 
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⑵ Date and time of tender: 

September 15, 2021, 9:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Education Finance Division, Department of Management, Secretariat, Saitama City Board 

of Education 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1635 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第７６号

次のとおり落札者等について公示します。 

令和３年７月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

①７６－１ ②さいたま市統合運用管理業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和３年６月１７日 ⑤ＡＧＳ株式会社 代表取締役 原俊樹 

さいたま市浦和区針ヶ谷４－３－２５ ⑥５５４，４００，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和３年

４月１５日さいたま市公告（調達）第４１号

①７６－２ ②さいたま市生活保護訪問支援システム全区導入機器等賃貸借 一式 ③さいたま市保

健福祉局福祉部生活福祉課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和３年６月２日 ⑤北日本コン

ピューターサービス株式会社 代表取締役 江畑佳明 秋田県秋田市南通築地１５－３２ ⑥５０１，

６００円（月額） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

①７６－３ ②さいたま市立病院医療総合情報システムオペレーション業務 一式 ③さいたま市保

健福祉局市立病院病院経営部情報管理室 さいたま市緑区大字三室２４６０ ④令和３年６月１４日 

⑤株式会社ＫＳＫテクノサポート 代表取締役 松岡洋一 東京都稲城市百村１６２５－２ ⑥９４，

３８０，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和３年４月３０日さいたま市公告（調達）第５３号

①７６－４ ②さいたま市教職員人事給与システム機器等賃貸借 一式 ③さいたま市教育委員会事

務局学校教育部教職員給与課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和３年６月２日 ⑤三菱ＨＣ

キャピタル株式会社本社 執行役員 安栄香純 東京都千代田区丸の内１－５－１ ⑥３，００４，
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１００円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧令和３年４月１５日さいたま市公告（調達）第４８号 

①７６－５ ②さいたま市期日前・不在者投票及び当日投票受付システム運用支援業務（衆議） 一

式 ③さいたま市選挙管理委員会事務局選挙課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和３年６月

２４日 ⑤日本電気株式会社関東甲信越支社 支社長 田口卓 さいたま市大宮区桜木町１－１０－

１７ シーノ大宮サウスウイング８階 ⑥４１，３６０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第１１３１号 

さいたま市インターネット広告支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市インターネット広告支援業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

契約締結の日から令和４年３月２５日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「コンピュータ関連」で登載されている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
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ている期間がない者であること。

⑷ 平成３１年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする業務の契約実績を２件以上有し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室シティセールス推進課 

担当 推進係 電話 ０４８（８２９）１０３４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年７月２９日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時

令和３年８月３日（火）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他

  郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月２０日（金）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月２０日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室シティセールス推進課

電話 ０４８（８２９）１０３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

 要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市市長公室シティセールス推進課及びホームページにおいて閲覧でき

る。
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 ⑶ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１２２号

令和３年度さいたま市総合防災訓練・防災フェア会場設営等支援業務について、次のとおり一般競

争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の６の規定に基づき公告する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

令和３年度さいたま市総合防災訓練・防災フェア会場設営等支援業務

⑵ 履行場所

さいたま市桜区在家５９１ 荒川総合運動公園外

⑶  業務概要

仕様書のとおり

⑷  履行期間

契約締結の日から令和３年１１月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「イベント・催事」で登載されている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷  都道府県又は政令指定都市が開催した防災訓練の企画及び運営業務を受託し完了した実績があ

ることを証明した者であること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。なお、仕様書は貸与する

ものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課
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担当 防災対策係 電話 ０４８（８２９）１１２７

⑵ 交付期間

本入札の告示日から令和３年７月２７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

⑷ 仕様書の返却

入札説明書のとおり

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付方法

全て郵送とする。

⑵ 交付日

令和３年７月２９日（木）に交付するものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月６日（金）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所消防庁舎３階関係課会議室
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⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月６日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することはできない。

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部危機管理課

電話 ０４８（８２９）１１２８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３６ 

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課

電話 ０４８（８２９）１１２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。

 ⑶ 契約条項等は、さいたま市総務局危機管理部防災課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html  

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１３５号 
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超音波洗浄流し台外７件の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

超音波洗浄流し台外７件 

⑵ 納入場所 

  さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市健康科学研究センター生活科学課 

⑶ 数量 

  ア 超音波洗浄流し台 一式 

  イ バイオメディカルフリーザー 一式 

  ウ リアルタイムＰＣＲ 一式 

  エ インキュベーター 一式 

  オ フリーザー付き薬用保冷庫 一式 

  カ 超低温フリーザー 一式 

  キ オートクレーブ 一式 

  ク 全自動洗浄機 一式 

 ⑷ 特質等 

   入札説明書による。 

⑸ 納入期限 

令和３年１２月２８日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「精密機械」内の営業種目「理化学器械器具」で登載され、かつ、

市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
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⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年８月５日（木）及び令和３年８月６日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 
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⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年８月２５日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年８月２５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市健康科学研究センター生活科学課

電話 ０４８（８４０）２２６２ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２６７

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 
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⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１３６号 

さいたま市立大宮国際中等教育学校普通教室等什器備品の購入について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名及び数量 

さいたま市立大宮国際中等教育学校普通教室等什器備品 一式 

⑵ 納入場所 

  さいたま市大宮区三橋４－９６ さいたま市立大宮国際中等教育学校 

 ⑶ 特質等 

   入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

令和４年３月１５日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」又は「木製什器」

で登載され、かつ、市内に本店を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 
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本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年８月５日（木）及び令和３年８月６日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月６日（月）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月６日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

  電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１３７号 

さいたま市立大宮国際中等教育学校特別教室什器備品の購入について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名及び数量 

さいたま市立大宮国際中等教育学校特別教室什器備品 一式 

⑵ 納入場所 

  さいたま市大宮区三橋４－９６ さいたま市立大宮国際中等教育学校 

 ⑶ 特質等 

   入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

令和４年３月１５日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」若しくは「木製什

器」又は種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」で登載され、かつ、市内に本店を有

している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年８月５日（木）及び令和３年８月６日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
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金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月６日（月）午後２時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月６日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

  電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１０８号
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（仮称）市民会館うらわ管理運営計画策定等支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和３年７月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

（仮称）市民会館うらわ管理運営計画策定等支援業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和４年３月２５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「計画策定」の受注希望業務「その他の計画策定」で登載されている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 平成２８年度以降に、国又は地方公共団体において、同種業務の契約を締結し、履行した実績

を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

担当 文化施設係 電話 ０４８（８２９）１２２７ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年７月２６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
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⑶ 交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年７月２８日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年７月３０日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３ 

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年７月３０日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範 

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

電話 ０４８（８２９）１２２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定 

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

 要 

⑶ 議決の要否 

 否 

８ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１２９号 

さいたま市のびのび健診受診ＰＲデザイン・印刷業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に

基づき公告する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市のびのび健診受診ＰＲデザイン・印刷業務
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⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

契約締結の日から令和４年３月１８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「デザイン」で登載されている者であるこ

と。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

担当 保健事業係 岡田 電話 ０４８（８２９）１２７７ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年７月２７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間
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３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年８月３日（火）午前９時から午後４時まで

 ⑶ その他

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月１７日（火）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月１７日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
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⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課

電話 ０４８（８２９）１２７７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課及びホームページにおいて閲覧で

きる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１１４号 

さいたま市新生児タンデムマススクリーニングシステム賃貸借について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。

令和３年７月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市新生児タンデムマススクリーニングシステム賃貸借

⑵ 借入場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり

⑷ 借入期間

令和３年１２月１日から令和８年１１月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）
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（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登載

されている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の告示日から過去５年間において、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と本件

と同種同程度以上の賃貸借に係る契約の実績（履行中のものも含む。）を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課 

担当 代謝免疫係 電話 ０４８（８４０）２２５７ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。
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⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年７月３０日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月５日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月５日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課

電話 ０４８（８４０）２２５７ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２６７

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま
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市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課及びホームページにお

いて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第１１２０号 

さいたま市ひとり親家庭等医療事務講座業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市ひとり親家庭等医療事務講座業務

⑵ 履行場所

業務委託先

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

契約締結の日から令和４年３月１５日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「電算」の受注希望業務「その他の電算」で登載されている者である

こと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
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の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 告示の日から過去２年の間、医療事務講座を適切に実施した実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年７月２６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年７月３０日（金）午前９時から午後４時まで

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。
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⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月３日（火）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月３日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

電話 ０４８（８２９）１９０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課及びホームページにお

いて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第１１２１号 

さいたま市都市計画窓口支援システム機器等賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ
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き公告する。 

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市都市計画窓口支援システム機器等賃貸借

⑵ 借入場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり

⑷ 借入期間

令和４年３月１日から令和９年２月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登載

されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市計画課 

担当 都市施設係 電話 ０４８（８２９）１４０４ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年７月２６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
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⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付方法

全て郵送とする。

⑵ 交付日

令和３年７月２９日（木）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月５日（木）午後３時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室

⑶ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時



38 

令和３年８月５日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市計画課

電話 ０４８（８２９）１４０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

⑵ 契約条項等は、さいたま市都市局都市計画部都市計画課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

○特定調達契約の落札者等の公示

さいたま市水道局公告（調達）第１０号 

次のとおり落札者等について公示します。

令和３年７月１５日

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明  

「掲載事項」

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

①１０－１ ②小型貨物ハイブリッド自動車賃貸借（令和３年度その１） 一式 ③さいたま市水道

局業務部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和３年５月２７日 ⑤株式会社トヨタ
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レンタリース埼玉本店 支配人 関根正也 さいたま市大宮区吉敷町１－１５－１ ⑥２７,７２０,

０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和３年３月３１日さいたま市水道局公告（調達）第５号 


